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・生活援助のみのヘルパー(身体介護なし)

・従事者は基本的に「訪問型サービスA従事者養成研修の修
了者」

・指定訪問介護事業所以外でも実施できる

サービス提供時間について
１回45分～60分は目安です。利用者に必要なサービスが30分で
終了するサービスであれば、30分で終了しても１回と算定できます



利用者
297人！
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訪問型サービスＡ利用者割合

訪問型サービス利用者のうち、訪問型サービスＡを利用している人の割合は、
過去１年間で倍増しています。

訪問介護相当サービスには、身体介護の必要がない利用者が
まだまだいらっしゃいますので、今後も訪問型サービスＡの需要の増加が
見込まれます。

896人

187人
R1.12月利用分

724人

281人
R5.12月利用分

777人

56人
H29.12月利用分

訪問介護相当サービス 訪問型サービスA
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訪問型サービスA従事者研修 修了者数（累計）
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市のつくるサービスは左から右へ

引用）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「新しい総合事業の移行戦略 地域づくりに向けたロードマップ」（平成27年度厚
生労働省 老人保健健康増進等事業）図表８に一部追加

地域づくりは右から左へ進んでいく

自助・互助で対応でき
ないものを共助（介護保
険）で補完するのが地
域包括ケアシステムの
基本だったね。
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引用）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「介護予防・日常生活支援
総合事業への移行のためのポイント解説」（平成26年度厚生労働省
老人保健健康増進等事業）

移
行
後
の
担
い
手

移
行
前
の
担
い
手
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・介護サービスの提供（生活援助のみ）

・国保連へのサービス費請求

・従事者の業務支援
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従前の訪問介護相当サービス 訪問型サービスA

必要人数

常勤・専従で１人以上
（業務に支障がない範囲で、同じ事業所のサービ
ス提供責任者や同一敷地内の別事業所の管理
者との兼務可）

専従で１人以上
（業務に支障がない範囲で、同じ事業所の訪
問事業責任者や同一敷地内の別事業所の管
理者との兼務可）

資格要件 特になし 特になし

常勤ではないので、訪問A勤務時間以
外は法人内の他の業務に就くことがで
きます(他の業務中でも訪問Aの問い
合わせがあればご対応いただくことに
はなります)
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従前の訪問介護相当サービス 訪問型サービスA

名称 サービス提供責任者 訪問事業責任者

必要人数

常勤の訪問介護員等のうち、
利用者40人ごとに１人以上
（利用者の数に応じて常勤換算可）

・サービス提供責任者が兼務する場合は、従前相当
サービスと同じ。（訪問介護等利用者と合計して、利用
者40人ごとに１人以上。利用者の数に応じて常勤換算
可）

・サービス提供責任者が兼務しない場合(訪問Aのみを
担当する責任者を設ける場合)は、訪問型サービスAの
利用者60人ごとに１人以上

資格要件
・介護福祉士
・介護職員実務者研修修了者等

訪問型サービスAの従事者のうち、
・従前相当サービスの資格（左記）保有者
・１年以上の「介護等の業務」経験者



既に訪問介護や従前の訪問介護相当サービスを行っている事
業所が一体的に訪問型サービスＡを実施する場合の例
介護福祉士Ａさん（訪問介護の管理者とサービス提供責任者及び従前の
介護相当サービスの管理者とサービス提供責任者を兼務）は訪問型サー

ビスＡの管理者や責任者を兼ねることはできません。

Ａさんのいる事業所で訪問型サービスＡを一体的に実施する場合、以下のような配
置が可能です。

①訪問型サービスＡの管理者兼訪問事業責任者としてＢさん（介護等の業
務経験１年以上）を新たに配置。（管理者と責任者は別人でも可）
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訪問介護 従前相当 訪問型サービスＡ

管理者 Ａさん Ａさん Ｂさん

責任者 Ａさん Ａさん Ｂさん

６つの役割全てを１人で
することはできません。
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訪問介護 従前相当 訪問型サービスＡ

管理者 Cさん Cさん Cさん

責任者 Ａさん Ａさん Ａさん

訪問介護 従前相当 訪問型サービスＡ

管理者 Ａさん Ａさん Ａさん

責任者 Dさん Dさん Dさん

Cさんは資格要件なし
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従前の訪問介護相当サービス 訪問型サービスA

必要人数 常勤換算で２．５人以上 １人以上

資格要件
・介護福祉士
・介護職員初任者研修修了者等

・従前相当サービスの資格保有者
・市が定める研修の修了者
（同等の研修も可）
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